
は 

し 

が 

き

学
校
が
、
多
く
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
と
い
わ
れ
て
久
し
い
。
わ
が
国
の
教
育
現
場
の
現
状
を
見
て
い
く
と
、
経
済
力
に
よ
る
学
力
格

差
の
問
題
を
は
じ
め
、
モ
ン
ス
タ
ー
ペ
ア
レ
ン
ト
、
学
校
で
の
暴
力
事
件
、
学
校
・
学
級
崩
壊
の
問
題
、
い
じ
め
問
題
、
指
導
力
不
足
教

員
の
問
題
な
ど
、
子
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
学
べ
る
教
育
環
境
が
保
障
さ
れ
て
い
る
の
か
疑
念
に
思
う
こ
と
が
多
い
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
い
い
か
え
れ
ば
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
「
子
ど
も
の
教
育
を
受
け
る
権
利
」
が
適
正
に
保
障
さ
れ
て
い
る
の
か
と

い
う
問
題
に
行
き
着
く
こ
と
に
な
る
。

本
書
で
は
、
教
育
権
論
争
に
お
い
て
、
教
育
権
が
国
家
に
あ
る
の
か
国
民
に
あ
る
の
か
と
い
う
一
面
的
な
論
調
に
立
脚
し
て
自
説
を
展

開
す
る
の
で
は
な
く
、
客
観
的
な
視
点
か
ら
国
家
の
教
育
権
説
、
国
民
の
教
育
権
説
の
両
説
の
有
益
性
や
問
題
点
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と

い
う
点
に
重
き
を
お
い
た
。

そ
の
う
え
で
、
教
育
権
論
争
を
基
底
と
し
た
法
的
考
察
・
検
討
の
な
か
か
ら
、
現
在
の
学
校
の
諸
問
題
に
対
応
で
き
る
新
た
な
枠
組
み

を
築
く
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
の
学
習
権
を
保
障
し
、
子
ど
も
を
主
体
と
し
た
教
育
行
政
制
度
や
学
校
づ
く
り
を
構
築
し
て
い
く
足
が
か

り
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
ま
た
、
今
後
憲
法
の
教
育
権
研
究
や
教
育
行
政
制
度
の
改
革
な
ど
に
と
り
、
本
書
が
有
用
な
問
題
提
起
と
と

も
に
新
た
な
教
育
の
課
題
に
取
り
組
む
方
向
性
を
与
え
る
も
の
に
な
る
こ
と
を
祈
念
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
書
は
、
第
一
～
四
章
に
お
い
て
、
公
教
育
観
対
立
に
至
る
背
景
を
分
析
し
な
が
ら
、
教
育
権
論
争
に
お
け
る
国
民
の
教
育
権
説
の
類

型
と
国
家
の
教
育
権
説
の
類
型
の
双
方
に
つ
い
て
法
的
に
検
討
を
行
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

国
の
教
育
権
能
を
考
察
し
て
、
国
家
が
教
育
内
容
の
決
定
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
を
比
較
法
学
的
に
分
析
し
た
。
そ
の
う
え

で
、
自
説
か
ら
教
育
参
画
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。

�　
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第
五
章
で
は
、
近
年
国
民
の
教
育
権
説
の
課
題
や
問
題
点
を
克
服
す
る
意
味
で
、
新
た
に
「
新
国
民
の
教
育
権
説
」
が
提
唱
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
の
新
し
い
学
説
の
意
義
や
問
題
点
を
従
来
の
教
育
権
説
と
の
違
い
を
含
め
て
分
析
し
た
。

第
六
章
で
は
、
地
方
分
権
に
伴
う
教
育
制
度
の
あ
り
方
を
憲
法
・
行
政
法
の
観
点
か
ら
究
明
し
て
い
っ
た
。

最
後
に
、
第
七
章
に
お
い
て
は
、
現
代
の
学
校
現
場
で
の
教
育
課
題
の
現
状
に
、
教
育
権
論
が
い
か
に
対
応
し
て
い
け
ば
問
題
の
解
決

を
図
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、「
国
旗
掲
揚
・
国
歌
斉
唱
」
問
題
、「
指
導
が
不
適
切
な
教
員
」
の
問
題
を
素
材
に
、
教
育
権
主
体
の
問
題
と

子
ど
も
の
学
習
権
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
の
重
要
性
と
の
関
連
を
踏
ま
え
て
検
討
し
て
い
っ
た
。

以
上
、
第
一
～
四
章
は
、
二
○
○
○
年
三
月
博
士
号
授
与
の
博
士
論
文
を
中
心
に
掲
載
し
た
。
そ
の
た
め
現
在
か
ら
見
る
と
内
容
的
に

変
容
し
て
い
る
点
が
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

第
五
章
以
下
で
は
、「
憲
法
研
究
第
四
一
号
」「
憲
法
論
叢
第
一
五
号
」「
国
際
公
共
政
策
研
究
第
一
二
巻
第
一
号
・
第
一
三
巻
第
一

号
・
第
一
四
巻
第
一
号
」「
九
州
産
業
大
学
国
際
文
化
学
部
紀
要
三
九
号
・
四
九
号
」
の
専
門
誌
に
す
で
に
掲
載
済
み
の
論
稿
を
編
集
し
、

新
た
に
加
筆
し
た
。

本
書
は
多
数
の
著
書
・
論
文
に
負
っ
て
お
り
、
諸
先
生
・
諸
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
ま
た
、
常
々
多
く
の
教
え
を
頂
い

て
い
る
土
居
靖
美
先
生
、
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
Ｗ
・
Ａ
・
ス
ピ
ル
マ
ン
先
生
、
故
佐
伯
宣
親
先
生
、
博
士
課
程
で
大
変
お
世
話
に
な
っ
た

森
本
益
之
先
生
の
学
恩
に
対
し
て
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

本
書
が
世
に
出
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
な
に
よ
り
伊
藤
公
一
先
生
の
学
恩
の
賜
で
あ
る
。
伊
藤
先
生
に
は
多
大
な
る
教
え
を
頂
き
、

私
に
と
っ
て
は
人
生
の
恩
人
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
心
よ
り
お
礼
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

最
後
に
、
本
書
の
出
版
に
際
し
て
、
株
式
会
社
大
学
教
育
出
版
代
表
取
締
役
の
佐
藤
守
氏
・
編
集
部
の
安
田
愛
氏
に
は
、
一
方
な
ら
ぬ

お
世
話
に
な
っ
た
。
深
甚
な
る
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

平
成
二
四
年
七
月　

                                                           　
　
古
都
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
に
て　

大
西　

斎
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